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賃料減額請求訴訟における反訴に関するお知らせ 

（心斎橋OPA本館、心斎橋OPAきれい館） 
 

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成24年10月29日付「本

投資法人に対する賃料減額請求訴訟の提起に関するお知らせ（心斎橋OPA本館、心斎橋OPAきれい館）」

にて公表したとおり、株式会社OPAより賃料減額請求訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）の提起を

受けていますが、下記の通り反訴（以下「本件反訴」といいます。）を提起しましたので、お知らせい

たします。 

記 

 

１．本件反訴の内容 
(1) 反訴を提起した裁判所 ： 大阪地方裁判所 

(2) 反訴の提起日 ： 平成25年6月3日 

(3) 主な請求内容 
 

： ①心斎橋OPA本館について、平成25年6月1日以降の賃料につき現行
比約7％の増額請求 

②心斎橋OPAきれい館について、平成25年6月1日以降の賃料につき
現行比約4％の増額請求 

 

（ご参考）本件訴訟の内容 

(1) 訴訟を提起した者 ： 株式会社OPA 

(2) 訴訟提起のあった裁判所 ： 東京地方裁判所（注） 

(3) 訴訟の提起日 ： 平成24年10月15日 

(4) 主な請求内容 
 

： ①心斎橋OPA本館について、平成24年3月1日以降の賃料につき現行
比約20％の減額請求 

②心斎橋OPAきれい館について、平成24年3月1日以降の賃料につき
現行比約18％の減額請求 

（注）本件訴訟は東京地方裁判所に対して提起されましたが、大阪地方裁判所への移送決定を経て、本日現在、大阪地方裁判所にて
係属しています。 

 

２．本件反訴の理由 

本投資法人は当初より「心斎橋OPA本館」「心斎橋OPAきれい館」（以下総称して「本2物件」といいます。）

に係る賃料減額請求は合理的な理由を欠くものと考え、本件訴訟においてその旨を主張しております。本

件訴訟は本2物件の平成24年3月1日時点の賃料減額の可否及び減額の幅を争点として係属しておりますが、

これに関連して本投資法人が取得した本2物件の平成25年3月1日時点の賃料鑑定に基づき現行賃料を増額

すべきと判断したため、今般、本投資法人としては、株式会社OPAに対し、本2物件の平成25年6月1日以降

の賃料の増額を請求し、本件反訴を提起することとしたものです。 

 

３．今後の対応方針 

本件反訴に伴い、本件訴訟における平成24年3月1日以降の賃料減額請求の当否に加えて、本件反訴にお

ける平成25年6月1日以降の賃料増額請求の当否が併せて審理されることとなりますが、本投資法人は、本
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件訴訟及び本件反訴のそれぞれにおいて本投資法人の立場の正当性を主張してまいります。 

 

４．今後の見通し 

本件訴訟及び本件反訴が本投資法人の業績に与える影響は、現時点では未定です。今後開示すべき事項

が発生した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 
＊ 本投資法人のホームページアドレス： http://www.united-reit.co.jp 


